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No. 修正個所 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1

Ｐ８
２行目

女性の就業率の高まりを背景に、区
内の保育需要は一貫して増加傾向に
あり、保育の待機児童の早期解消を
図る必要があります。

女性の就業率の高まりを背景に、区
内の保育需要（保育定員＋待機児童
数）は一貫して増加傾向にあり、保
育の待機児童の早期解消を図る必要
があります。

よりわかりやす
い記述に修正

2

Ｐ１１ （※６）地域型保育事業について
●家庭的保育
家庭的な雰囲気の下で少人数（定員
５名以下）を対象に保育を実施する
事業です。

（※６）地域型保育事業について
●家庭的保育
家庭的な雰囲気のもとで少人数（定
員５名以下）を対象に保育を実施す
る事業です。

より適切な記述
に修正

3

Ｐ１４ （※９）認可外保育施設：認証保育
所、区保育室、グループ保育室、家
庭福祉員、家庭福祉員グループ

（※９）認可外保育施設：認証保育
所、区保育室、私立幼稚園の長時間
預かり

誤記による修正

4

Ｐ１４
下から８行目

○ 平成２７年度は、０～２歳児の
確保量が不足するため、認可保育所
の定員弾力化及び余裕スペースを活
用した保育の実施等の手立てを講じ
ていく考えです。

○ 平成２７年度は、０～２歳児の
確保量が不足するため、既存の認可
保育所の定員弾力化に加え、新設す
る認可保育所などの余裕スペース等
を活用した保育事業（定期利用保育
事業）を実施していく考えです。

よりわかりやす
い記述に修正

5

Ｐ１５
下から２行目

○ 今後とも、妊婦健康診査対象者
への受診勧奨に努めるとともに、医
療機関との連携による健診体制の
下、妊婦の健康の保持・増進を図っ
ていきます。

○ 今後とも、妊婦健康診査対象者
への受診勧奨に努めるとともに、医
療機関との連携による健診体制のも
と、妊婦の健康の保持・増進を図っ
ていきます。

より適切な記述
に修正

6

Ｐ１７
＊(仮称)子どもセン

ターの整備か所数

　　　　　３０年度　３１年度
量の見込み　７か所　　７か所
確保量　　　７か所　　７か所

　　　　　３０年度　３１年度
量の見込み　８か所　　８か所
確保量　　　８か所　　８か所

整備か所数を上
方修正したこと
に伴う修正

7

Ｐ１７
下から３行目

○ 計画期間内には、「区立施設再
編整備計画」（平成２６年３月策
定）に基づき、保健センター内へ５
か所整備（平成２７年度）するほ
か、施設再編後の児童館施設を活用
した２か所の整備を計画していま
す。

○ 計画期間内には、「区立施設再
編整備計画」（平成２６年３月策
定）に基づき、保健センター内へ５
か所整備（平成２７年度）するほ
か、施設再編後の児童館施設等を活
用した３か所の整備を計画していま
す。

整備か所数を上
方修正したこと
に伴う修正

8

Ｐ１８
下から６行目

○ 計画期間内には、「区立施設再
編整備計画」（平成２６年３月策
定）に基づき、平成２８・３０年度
に各１か所ずつ、施設再編後の児童
館施設を活用した（仮称）子どもセ
ンターを整備するに当たり、一時預
かりの拡充を計画しています。

○ 計画期間内には、「区立施設再
編整備計画」（平成２６年３月策
定）に基づき、施設再編後の児童館
施設等を活用した（仮称）子どもセ
ンターを平成２８年度に１か所、平
成３０年度に２か所整備するに当た
り、一時預かりの拡充を計画してい
ます。

整備か所数を上
方修正したこと
に伴う修正

9

Ｐ２６
下から３行目

○ 今後とも、子ども家庭支援セン
ター及び保健センターの職員のほ
か、民生児童委員等の協力を得て、
養育支援が特に必要な家庭に対し
て、妊娠・出産期から子育てまでを
通したつながりのある支援を図って
いきます。

○ 今後とも、子ども家庭支援セン
ター及び保健センターの職員のほ
か、民生委員・児童委員等の協力を
得て、養育支援が特に必要な家庭に
対して、妊娠・出産期から子育てま
でを通したつながりのある支援を
図っていきます。

より適切な記述
に修正

10
Ｐ１２、１４、
２４

【量の見込みとそれに対する確保
量】　　　　　　　　　　　　　１

【量の見込みとそれに対する確保
量】　　　基準日：各年４月１日

よりわかりやす
くするため追記

子ども・子育て支援事業計画（案）の修正一覧


